
46 都市計画法第29条第1項又は第2項の規 

定に基づく開発行為の許可の申請に対す 

る審査に係る開発行為許可申請手数料 

 

１件につき ア  主として自己の居住

の用に供する住宅の建築

の用に供する目的で行う

開発行為の場合  次に掲

げる開発区域の面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール未満のと 

き          9,500円 

（イ）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール以上0.3 

ヘクタール未満のとき 

 23,000円 

（ウ）開発区域の面積が 

0.3ヘクタール以上0.6 

ヘクタール未満のとき 

 46,000円 

（エ）開発区域の面積が 

0.6ヘクタール以上1ヘ 

クタール未満のとき 

   93,000円 

（オ）開発区域の面積が 

1ヘクタール以上3ヘク 

タール未満のとき 

   139,000円 

（カ）開発区域の面積が 

3ヘクタール以上6ヘク 

タール未満のとき 

   185,000円 

（キ）開発区域の面積が 

6ヘクタール以上10ヘク 

タール未満のとき 

  232,000円 

（ク）開発区域の面積が 

10ヘクタール以上のとき 

325,000円 

イ 主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用

に供するものの建築又は

自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に

供する目的で行う開発行

為の場合  次に掲げる開

発区域の面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額 

（ア）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール未満のと 

き            14,000円 

（イ）開発区域の面積が 



0.1ヘクタール以上0.3 

ヘクタール未満のとき 

 32,000円 

（ウ）開発区域の面積が 

0.3ヘクタール以上0.6 

ヘクタール未満のとき 

 69,000円 

（エ）開発区域の面積が 

0.6ヘクタール以上1ヘ 

クタール未満のとき 

  130,000円 

（オ）開発区域の面積が 

1ヘクタール以上3ヘク 

タール未満のとき 

   213,000円 

（カ）開発区域の面積が 

3ヘクタール以上6ヘク 

タール未満のとき 

   287,000円 

（キ）開発区域の面積が 

6ヘクタール以上10ヘク 

タール未満のとき 

  362,000円 

（ク）開発区域の面積が 

10ヘクタール以上のとき 

510,000円 

ウ その他の場合 次に掲

げる開発区域の面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール未満のと 

き           93,000円 

（イ）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール以上0.3 

ヘクタール未満のとき 

 139,000円 

（ウ）開発区域の面積が 

0.3ヘクタール以上0.6 

ヘクタール未満のとき 

 209,000円 

（エ）開発区域の面積が 

0.6ヘクタール以上1ヘ 

クタール未満のとき 

  278,000円 

（オ）開発区域の面積が 

1ヘクタール以上3ヘク 

タール未満のとき 

   417,000円 

（カ）開発区域の面積が 

3ヘクタール以上6ヘク 



タール未満のとき 

   547,000円 

（キ）開発区域の面積が 

6ヘクタール以上10ヘク 

タール未満のとき 

  705,000円 

（ク）開発区域の面積が 

10ヘクタール以上のと 

き      937,000円 

  

47 都市計画法第35条の2第1項の規定に基 

づく開発行為の変更の許可の申請に対す 

る審査に係る開発行為変更許可申請手数

料 

 

１件につき  当該申請１件につき、次

に掲げる額を合算した金

額（その金額が937,000円

を超えるときは、937,000

円） 

ア  主として自己の居住

の用に供する住宅の建築

の用に供する目的で行う

開発行為に関する設計の

変更の許可の申請に係る

審査（エに掲げるものを除

く。） 次に掲げる開発区

域の面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額 

（ア）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール未満のと 

き              950円 

（イ）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール以上0.3 

ヘクタール未満のとき 

     2,300円 

（ウ）開発区域の面積が 

0.3ヘクタール以上0.6 

ヘクタール未満のとき 

     4,600円 

（エ）開発区域の面積が 

0.6ヘクタール以上1ヘ 

クタール未満のとき 

       9,300円 

（オ）開発区域の面積が 

1ヘクタール以上3ヘク 

タール未満のとき 

  13,000円 

（カ）開発区域の面積が 

3ヘクタール以上6ヘク 

タール未満のとき 

  18,000円 

（キ）開発区域の面積が 

6ヘクタール以上10ヘク 

タール未満のとき 

 23,000円 



（ク）開発区域の面積が 

10ヘクタール以上のとき 

32,000円 

イ 主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用

に供するものの建築又は

自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に

供する目的で行う開発行

為に関する設計の変更の

許可の申請に係る審査（オ

に掲げるものを除く。） 

次に掲げる開発区域の面

積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール未満のと 

き       1,400円 

（イ）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール以上0.3 

ヘクタール未満のとき 

     3,200円 

（ウ）開発区域の面積が 

0.3ヘクタール以上0.6 

ヘクタール未満のとき 

 6,900円 

（エ）開発区域の面積が 

0.6ヘクタール以上1ヘク 

タール未満のとき 

  13,000円 

（オ）開発区域の面積が 

1ヘクタール以上3ヘク 

タール未満のとき 

   21,000円 

（カ）開発区域の面積が 

3ヘクタール以上6ヘク 

タール未満のとき 

   28,000円 

（キ）開発区域の面積が 

6ヘクタール以上10ヘク 

タール未満のとき 

  36,000円 

（ク）開発区域の面積が 

10ヘクタール以上のとき 

51,000円 

ウ  その他の開発行為に

関する設計の変更の許可

の申請に係る審査（カに掲

げるものを除く。） 次に

掲げる開発区域の面積の

区分に応じ、それぞれ次に



定める金額 

（ア）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール未満のと 

き            9,300円 

（イ）開発区域の面積が 

0.1ヘクタール以上0.3 

ヘクタール未満のとき 

 13,000円 

（ウ）開発区域の面積が 

0.3ヘクタール以上0.6 

ヘクタール未満のとき 

 20,000円 

（エ）開発区域の面積が 

0.6ヘクタール以上1ヘク 

タール未満のとき 

  27,000円 

（オ）開発区域の面積が 

1ヘクタール以上3ヘク 

タール未満のとき 

   41,000円 

（カ）開発区域の面積が 

3ヘクタール以上6ヘク 

タール未満のとき 

   54,000円 

（キ）開発区域の面積が 

6ヘクタール以上10ヘク 

タール未満のとき 

  70,000円 

（ク）開発区域の面積が 

10ヘクタール以上のとき 

94,000円 

エ  主として自己の居住

の用に供する住宅の建築

の用に供する目的で行う

開発行為に関する都市計

画法第 30条第 1項第 1号か

ら第4号までに掲げる事項

の変更の許可の申請に係

る審査（新たな土地の開発

区域への編入に係るもの

に限る。） 新たに編入さ

れる開発区域の面積（以下

この項において「編入面

積」という。）について、

次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額 

（ア）0.1ヘクタール未満 

のとき      9,500円 

（イ）0.1ヘクタール以上 

0.3ヘクタール未満のと 

 き          23,000円 



（ウ）0.3ヘクタール以上 

0.6ヘクタール未満のと 

き          46,000円 

（エ）0.6ヘクタール以上1 

ヘクタール未満のとき 

            93,000円 

（オ）1ヘクタール以上3 

ヘクタール未満のとき 

           139,000円 

（カ）3ヘクタール以上6 

ヘクタール未満のとき 

           185,000円 

（キ）6ヘクタール以上10 

ヘクタール未満のとき 

             232,000円 

（ク）10ヘクタール以上の 

とき        325,000円 

オ  主として住宅以外の

建築物で自己の業務の用

に供するものの建築又は

自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に

供する目的で行う開発行

為に関する都市計画法第3

0条第 1項第 1号から第 4号

までに掲げる事項の変更

の許可の申請に係る審査

（新たな土地の開発区域

への編入に係るものに限

る。） 編入面積について、

次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額 

（ア）0.1ヘクタール未満 

のとき      14,000円 

（イ）0.1ヘクタール以上 

0.3ヘクタール未満のと 

き          32,000円 

（ウ）0.3ヘクタール以上 

0.6ヘクタール未満のと 

き          69,000円 

（エ）0.6ヘクタール以上1 

ヘクタール未満のとき 

           130,000円 

（オ）1ヘクタール以上3 

ヘクタール未満のとき 

           213,000円 

（カ）3ヘクタール以上6 

ヘクタール未満のとき 

           287,000円 

（キ）6ヘクタール以上10 

ヘクタール未満のとき 



           362,000円 

（ク）10ヘクタール以上の 

とき        510,000円 

カ  その他の目的で行う

開発行為に関する都市計

画法第 30条第 1項第 1号か

ら第4号までに掲げる事項

の変更の許可の申請に係

る審査（新たな土地の開発

区域への編入に係るもの

に限る。） 編入面積につ

いて、次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額 

（ア）0.1ヘクタール未満 

のとき       93,000円 

（イ）0.1ヘクタール以上 

0.3ヘクタール未満のと

 き     139,000円 

（ウ）0.3ヘクタール以上 

0.6ヘクタール未満のと 

き        209,000円 

（エ）0.6ヘクタール以上1 

ヘクタール未満のとき 

           278,000円 

（オ）1ヘクタール以上3 

ヘクタール未満のとき 

           417,000円 

（カ）3ヘクタール以上6 

ヘクタール未満のとき 

           547,000円 

（キ）6ヘクタール以上10 

ヘクタール未満のとき 

           705,000円 

（ク）10ヘクタール以上の 

とき       937,000円 

キ その他変更の許可の 

申請に係る審査 

             10,000円 

48 都市計画法第41条第2項ただし書（同法

第35条の2第4項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく建築の許可の申請

に対する審査に係る用途地域の定められ

ていない土地の区域内における建築物建

築特例許可申請手数料 

1件につき 

 

        48,000円 

 

49 都市計画法第42条第1項ただし書の規定 

に基づく建築等の許可の申請に対する審 

査に係る予定建築物等以外の建築等許可 

申請手数料 

1件につき 

 

 

            28,000円 

 

 



50 都市計画法第45条の規定に基づく開発 

許可を受けた地位の承継の承認の申請に 

対する審査に係る開発許可地位承継承認 

申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1件につき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア  承認申請をする者が

行おうとする開発行為が、

主として自己の居住の用

に供する住宅の建築の用

に供する目的で行うもの

又は主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用

に供するものの建築若し

くは自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の

用に供する目的で行う場

合       1,800円 

イ  承認申請をする者が

行おうとする開発行為が、

主として、住宅以外の建築

物で自己の業務の用に供

するものの建築又は自己

の業務の用に供する特定

工作物の建設の用に供す

る目的で行うものである

場合      2,800円 

ウ その他の場合 

            18,000円 

51 都市計画法第47条第5項の規定に基づく 

登録簿に係る開発登録簿の写しの交付手 

数料 

用紙1枚につき 

 

 

490円 

52 都市計画法施行規則（昭和44年建設省 

 令第49号）第60条の規定に基づく都市計 

画法の規定に適合していることを証する 

書面に係る都市計画法適合証交付手数料 

１件につき 

 

 

4,600円 

 

53 租税特別措置法（昭和32年法律第26号） 

第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2 

項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、 

第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3 

項第5号イの規定に基づく宅地の造成が 

優良な宅地の供給に寄与するものである 

ことについての認定の申請に対する審査 

に係る優良宅地造成認定申請手数料 

 

 

１件につき 

 

ア 造成宅地の面積が0.1 

ヘクタール未満の場合 

             93,000円 

イ 造成宅地の面積が0.1 

ヘクタール以上0.3ヘク 

タール未満の場合 

  139,000円 

ウ 造成宅地の面積が0.3 

ヘクタール以上0.6ヘク 

タール未満の場合 

  209,000円 

エ 造成宅地の面積が0.6 

ヘクタール以上1ヘクタ 

ール未満の場合 

   278,000円 

オ 造成宅地の面積が1ヘ 

クタール以上 3ヘクター

ル未満の場合 

417,000円 

カ 造成宅地の面積が3ヘ 



クタール以上6ヘクター 

ル未満の場合 

             547,000円 

キ  造成宅地の面積が6ヘ 

クタール以上10ヘクター 

ル未満の場合 

  705,000円 

ク   造成宅地の面積が 10

ヘクタール以上の場合  

           937,000円 

 


